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はじめに 

  

１．医療機関分類基準（第１号）  

大阪府実施基準で定められた分類基準に準じる。 

  

２．医療機関リスト（第２号）  

大阪府実施基準で定められた医療機関分類基準に準じる。 

当該リストの記載内容に変更があった場合は、原則中河内保健医療協議会の承

認を得て更新する。ただし、同協議会の開催までに変更があった場合は、中河内

救急懇話会会長及び、中河内地域メディカルコントロール協議会会長の承認を得

て随時更新し、同協議会にて事後承認を得る。 
詳細は記載のとおりとする。 

 

３．傷病者観察基準（第３号）及び医療機関選定基準（第４号）  

大阪府実施基準で定められた観察基準及び選考基準に準じる。 

 

４．医療機関伝達基準（第５号）  

大阪府実施基準で定められた伝達基準に準じる。 

 

５．受入医療機関確保基準（第６号）  

大阪府実施基準で定められた確保基準に準じる。 

 

６．大阪府が必要と認める事項（第７号）  

大阪府実施基準で定められた事項に準じる。 
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～ 注 意 ～ 
 

本医療機関リストは、令和8年1月15日現在の情報です。 

 

本医療機関リストは、消防機関が救急業務として傷病者を搬送する際に使用する

ためのものであり、府民の皆様が直接医療機関を受診する際に使用するものではあ

りません。 

 

また、本医療機関リストに掲載された医療機関であっても、手術中その他事情に

より、傷病者の受け入れができない場合があります。 

 

なお、地域の実情等により、本医療機関リストに掲載されていない医療機関へ搬

送する場合があります。 
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